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1

資料１

１ 第８次医療計画の中間見直しについて

２ 地域医療構想策定ガイドライン骨子の概要

３ 地域医療構想の策定・推進に向けたスケジュール（イメージ）

４ 本県における医療審議会・計画等部会などの今年度のスケジュール（予定）

目 次

宮崎県福祉保健部医療政策課



【第５章】地域医療構想

・病床の機能区分ごとの将来の医療需要と病床数の必要
量等を推計し、地域ごとの2025年のあるべき医療提供体
制の姿と施策の方向性を示す

【第７章】医療提供基盤の充実

・医師確保計画
・医療従事者の養成・確保と資質向上(医師を除く)

歯科医師/薬剤師(薬剤師確保計画)/看護職員 など
・医療安全の確保

■ 基本理念：県民が、安全で質の高い医療を切れ目なく受けられる持続可能な医療提供体制の実現
■ 基本方針

〇地域を支える医療体制の構築、〇医療従事者の養成・確保、〇疾病予防・健康づくりの促進
〇デジタル技術の活用、〇在宅医療・介護体制の充実、〇医薬品等の安全確保・安定供給の推進、〇県民への情報提供

【第１章】総論

人 口：約107万人(2020年)→約88万人(2040年) 
高齢化率：32.7％(〃) → 38.5％(〃)
入院受療率(10万人対)：減少傾向だが全国平均を上回っており、特に75歳以上は高い傾向

【第２章】地域の概況

・二次医療圏は、現行の7医療圏を維持
・5つの医療圏で基準病床数が増加

⇒宮崎東諸県、延岡西臼杵では基準病床数が既存病床数を上回る。

【第３章】医療圏の設定と基準病床数

１ 計画の推進体制 ２ 実施主体の役割 ３ 評価・公表の実施

【第８章】計画の推進

第８次医療計画の全体像

【第４章】医療提供体制の構築
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新興感染症発生・まん延時における医療
在宅医療・介護

その他の保健医療対策の充実

・がんの予防・早期発見
・チーム医療の提供、緩和ケア研修

・発症予防の推進
・リハビリテーション提供体制の充実

・発症予防の推進
・心不全療養指導士等の確保・育成

・ベジ活、減塩、日常生活での運動促進
・かかりつけ医と各専門医との連携強化

・予防、早期発見、治療のための普及啓発
・治療、回復、地域生活への円滑な移行

・地域の実情に応じた訪問看護提供体制の構築
・看取りやACPを含む在宅医療への理解促進

・円滑な救急搬送と救急医療体制の確保
・県民の救急医療への理解・意識の向上

・へき地で勤務する医師等の確保
・巡回診療やへき地出張診療所等の運営支援

・相談体制の充実・県民意識の啓発
・小児科医の確保・養成

・地域分散型の周産期医療体制の維持・充実
・産婦人科医等の育成・確保

・DMATなど災害医療を担う人材の確保・育成
・豪雨災害等の被害を軽減するための浸水対策

・医療機関との協定締結による病床確保
・感染症の予防に関する人材の資質の向上

障がい保健対策/感染症対策/臓器移植対策/難病対策/アレルギー疾患対策/
歯科保健対策/血液の安定供給対策/高齢化に伴い増加する疾患等対策/
慢性腎臓病(CKD)対策/慢性閉塞性肺疾患(COPD)対策

・地域ごとに外来医療機能の偏在・不足等の情報を可視
化し、医師の自主的な行動変容による偏在状況の是正や
外来医療機能が不足する地域における医療機能の充実を
図る

【第６章】外来医療計画

(７医療圏→４医療圏に変更)

１ 第８次医療計画の中間見直しについて

計画期間は、２０２４年度～２０２９年度の６年間。
在宅医療その他必要な事項については、３年ごとに調査、分析及び評価を行い、必要がある場合は変更

8

中間見直しの理由等
本計画は、医療法第30条の４の規定に基づき、本県の医療施策の方向を明らかにする基本計画として令和６年３月に

策定しており、今年度末に策定から３年が経過することから、同法第30条の６の規定に基づき、中間見直しを行うもの
（現計画の計画期間：令和６年度から令和11年度までの６年間）

中間見直しの考え方 国の示すガイドライン等の内容に加え、現行計画策定後の医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた見直しを行う。

見直しの主な内容(案) 医療連携体制を構築するための方策等について、調査、分析及び評価を行い、必要がある場合は計画を変更する。
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令和８年３月26日 厚生労働省公表資料より

２ 地域医療構想策定ガイドラインの骨子の概要
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令和８年３月26日 厚生労働省公表資料より

３ 地域医療構想の策定・推進に向けたスケジュール（イメージ）
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医療審議会

医療計画部会

地域医療構想調整会議

その他

※部会等の状況によって開催時期・回数の変動あり

○宮崎県医療審議会医療計画部会名簿

宮崎県医師会副会長    山村 善教     宮崎県医師会常任理事                                金丸 吉昌

宮崎県医師会常任理事                   石川 智信           宮崎県歯科医師会常務理事                         佐野 裕一   

宮崎県薬剤師会副会長                 榎園 勝            宮崎県看護協会常務理事                            又木 真由美 

宮崎大学医学部附属病院教授            海北 幸一      独立行政法人国立病院機構宮崎東病院長      伊井 敏彦

全日本病院協会宮崎県支部副支部長  飯田 正幸      全国自治体病院協議会宮崎県支部副支部長   金丸 吉昌   （再 掲）

宮崎県市長会代表                         十屋 幸平        宮崎県町村会代表                                      佐藤 貢 

宮崎県保険者協議会会長                  仁田脇 七郎 

宮崎県医師会副会長 山 村 善 教
宮崎県医師会常任理事 金 丸 吉 昌
宮崎県医師会常任理事                   石 川 智 信                                                        
宮崎県歯科医師会常務理事               佐 野 裕 一   
宮崎県薬剤師会副会長                   榎 園 勝                                                          
宮崎県看護協会常務理事                 又 木 真由美   
宮崎大学医学部附属病院教授             海 北 幸 一   
独立行政法人国立病院機構宮崎東病院長   伊 井 敏 彦   
全日本病院協会宮崎県支部副支部長       飯 田 正 幸   
全国自治体病院協議会宮崎県支部副支部長 金 丸 吉 昌   
宮崎県市長会代表                       十 屋 幸 平   
宮崎県町村会代表                       佐 藤 貢                                                          
宮崎県保険者協議会会長                 仁田脇 七 郎 

※敬称略

第１回
・策定ｽｹｼﾞｭｰﾙ
・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ概要

第２回

・計画改定骨子案
・構想骨子案
・構想区域検討

第３回

・計画改定素案
・構想区域検討

第２回
・計画改定素案
・計画進捗状況

第３回審議会
第4回計画等部会

・計画改定案(答申)
・構想区域見直し案

・関係団体意見照会
・パブリックコメント

・計画改定案
県議会議決

第１回
・策定ｽｹｼﾞｭｰﾙ
・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ概要

・策定ｽｹｼﾞｭｰﾙ
・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ概要

・構想骨子案
・構想区域検討

・計画改定案
・構想区域見直し案

４

４ 本県における医療審議会・計画等部会などの今年度のスケジュール（予定）

構想区域見直し案を決定後、
各区域における必要病床数の
推計等を行い、令和９年度に
新たな地域医療構想を策定

青地：第８次医療計画中間見直しに関係
赤字：新たな地域医療構想に関係
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